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＜マンションの概要＞
総戸数／１６戸
引渡し／平成１４年４月
管理組合の構成／理事長、副理事長、理事、監事
管理委託費　　／当初　　　３００万円（年額）
　　　　　　　　　　　見直し後 ２００万円（年額）

＜管理組合の活動＞
平成14年
　　4月　入居。
 　 6月  はじめての理事会が開かれる。
 　 9月　SJSへ問い合わせ。無料査定を実施。
   12月　管理会社へ管理委託費の値下げを要求。
平成15年
    1月　交渉は決裂。
    3月　定時総会で管理会社の変更を決定。
    4月　SJSのサポートのもと1年点検を実施。

今回のご登場は、東京都世田谷区Sマンションの元
管理組合理事長　T・Tさん　です。
インタビューア　　　　古井　一匡
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いては結局、
示されないま
までした」。

　管理委託費
の値下げ交渉
と並行して、
Tさんたちは管
理業務の状況
を調べてみた。
すると、管理員
の勤務時間が予定より1時間ほど短いことが判明。
設備点検などにも疑問があった。そこで、これらの点
を材料に、長期修繕計画を無料で作ってもらうことに
成功。すると、今度は圧倒的に修繕積立金が不足し
ていることが明らかになってきた。当初の設定が低
すぎたため、大規模修繕の際には一時金として各戸
30万円～50万円かかることが判明したのだ。修繕積
立金の捻出のためにも、管理委託費の見直しはま
すます重要なものになっていった。

　「理事会として、管理委託費が下がらないなら管理
会社のリプレイス（交替）もやむをえないということに
なり、３月の定時総会に向けて住民アンケートを実
施しました。年間100万円の引き下げが可能で、修
繕積立金が圧倒的に不足しているのですから、結果
は明らかでした」。
こうして、総会には全住戸が参加し100％の賛成でリ
プレイスを可決。SJSの推薦で新しく契約を結んだ管
理会社は小さいところだが、管理業務の内容にまっ
たく問題ないという。

管理規約の改正で
役員一人は2年任期に

　1期目の定時総会では、管理規約も一部変更し
て、役員のうち1名がもう1年残ることにした。そして、
管理委託費見直しの原動力となったTさんが、2期目
の理事長に就任したのである。

  「ＳＪＳには、委託費引き下げ後もコンサルティング
を引き続き依頼しました。対応の鈍い施工会社に対
しては、1ヶ月点検の不備についてアドバイスを受け
内容証明郵便を出したところ、1年点検の対応が見
違えるようによくなりました。また、1年点検ではＳＪＳ
の技術者とともに理事もタイルの浮きのチェック法な
どを体験し、最後のほうは突貫工事だったらしいこと
なども分かりました」。

予算案も長期修繕計画もないまま
管理がスタート

　平成14年にTさんが購入したのは、総戸数16戸とい
うこじんまりしたマンションである。売主はあまり知ら
れていない小さなデベロッパーだったが、環境の良さ
と価格の手ごろさが魅力だった。そして、管理は大手
不動産会社系が引き受けていた。

　「入居説明会の際、各階1名ずつ管理組合の役員を
出すことになり、私は監事を引き受けました。管理に
ついての手続きはそれだけ。設立総会もなければ、
重要事項の説明もありませんでした。はじめてマン
ションを買った人が多く、みんなそんなものかと思って
いたようです」。

　1回目の理事会も入居から2ヶ月後、建物の1ヶ月点
検の報告を兼ねてようやく開かれた。「何かおかしい」
と感じていたTさんは、その場で管理会社の担当者に
いろいろ疑問をぶつけてみた。たとえば、長期修繕計
画がないことを指摘すると、「必要ならつくるが、費用
がかかる」との答え。管理組合の設立総会や管理委
託についての重要事項説明がない点については、
「分譲会社の責任」という。一方では、予定していた監
視カメラのリースについて、料金の詳しい説明がない
まま書類へのサインを求めてくる。

　その後も、設計図書の引継ぎが遅い、管理室の鍵
を役員になかなか渡さない、1ヶ月点検で判明した問
題箇所の補修について経過報告がない、など管理会
社の対応にTさんは疑念を募らせていった。
「ただ、理事会の大勢は、大手の管理会社だし、担当
の若いフロントマンを変えてもらえばいいのでは、とい
うものでした」。

　Tさんがもうひとつ気がかりだったのは、管理費や修
繕積立金の金額設定が適正かどうかということだっ
た。実は、Tさんのマンションでは、長期修繕計画だけ
でなく初年度の予算案もなかった。どうやって管理費
や修繕積立金の金額を設定したのか、支出はどう
なっているのか。誰がみても怪しい状態であった。

　Tさんは手探りで、インターネットなどを使って調べ
たり、ある独立系の管理会社に問い合わせて査定を
依頼したりもしてみたという。

SJSのサポートを受けながら
管理会社と対等に交渉

　そんなとき、マンション管理の特集をしている雑誌で
知ったのがSJSであった。いろいろ知れば知るほど、
素人集団の管理組合が管理会社と対等に渡り合うの
は難しいと感じていたこともあり、ＳＪＳにアドバイスを
求めることにした。

　「簡易査定をしてもらったら、100万円下がるというの
でびっくり。さっそく理事会で説明してもらうとともに、
管理会社にはSJSの査定に対する見解を求め、自動
更新はしない旨の通告を内容証明郵便で送りまし
た。管理会社側からは、３ヶ月くらいたってからようや
く30万円下げるという返答がありました。ただ、以前か
ら求めていた監視カメラのリース料の根拠につ

こうしたチェックにより、施工会社では浮いているタ
イルについては全て貼り直し、保証も2年のところ3
年まで延長してくれた。また、屋根のパラペット部分
の仕上げ材が風で何度もはがれていたので、そち
らには10年保証をつけてもらった。

　「マンション管理は最初が大事。味方になってくれ
る専門家がいるかどうかで、大きな差がつきます。
その点、うちのマンションはラッキーでしたね。なん
とか2年間でそれなりに体制が整い、いい形で3年
目の理事会にバトンタッチできました」。
　Tさんたちのマンションの次の課題は、大規模修
繕だ。管理委託費は年間100万円ほど下がった
が、監視カメラのリース料や共用部分の電気代の
予算オーバーなどで実際の差額は70万円ほど。こ
れを全額、修繕積立金に組み入れているが、それ
でも不足気味という。数年後には長期修繕計画と
付き合わせながら、積立金を値上げする必要があ
りそうだ。

　とはいえ、16戸というこじんまりしたマンションだけ
に、合意形成ははかりやすい。総会も離れた場所
で借りるのではなく、1階のエントランスのスペース
で実施している。管理組合として問題をクリアして
いく土台はしっかりできており、もうTさんに不安は
ない。

第２回　業務監査日記
業務監査の道は遠い

　今回、ご紹介のマンションは、鉄筋コンクリート造
り６階建てで、１１７戸の逗子にある「ＣＳマンショ
ン」（仮称）である。築７年で、ＳＪＳとは平成１６年４
月に業務契約をしている。

業務監査をすれば必ず指摘項目が出るとは限ら
ない。問題点を指摘するだけが監査ではないこと
を承知し、清掃員による日常清掃がきめ細かく行
われ、管理員が巡回チェックを欠かさず行っている
など良い点が見られれば、すみやかに管理組合に
報告するように努めている。

こちらのマンションでは、契約当初、始めて建物を
案内して下さったＯ組合理事から、床タイルの浮き
やシーリング不良箇所を照会されたように、組合
の管理に対する関心度が高く、管理会社による業
務管理も比較的高水準にあるといえる。とは言え、
当初は管理規約の原本や電波障害関連の契約
書・図面類が管理室になかったり、梅雨時に入ると
各所に雑草がはびこり、連結送水管の看板も隠れ
る状態であり、指摘しなければならない項目がな
い訳ではない。

  委託契約通りの業務管理を管理会社が行ってい
ることの確認は業務監査の第１ステップであり、更
に質の高い業務管理を求める道にゴールはなさそ
うである。
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  快適なマンションライフを維持するためには、売
主の不動産会社がどのようなアフターサービスを
約束しているかを把握しておく必要がある。ここで
は、売主の信頼性のバロメータとも言われるアフ
ターサービスと瑕疵担保責任について、その概略
を説明する。

分譲業者の約定責任
  アフターサービスとは、買主の不注意や通常の経
年変化によるものは除いて、売主が瑕疵の有無に
関係なく特定部位に関して補修費用を負担しようと
いうものであり、専用部分、共用部分共に適用され
る。

　売主が負うアフターサービスに関する約定責任
は、売買契約のときに売主から配布される「アフ
ターサービス規準書」に規定されている。

　この内容は、業界団体により作成された「アフ
ターサービス規準」に準じて各分譲業者が作成す
るもので、業者により、又物件により少しずつ内容
が異なる場合があるので注意を要す。

　また、部位ごとに定められた期間だけ、売主が不
具合現象を補修するというもので、例えば一律１０
年間補償というものではない。

瑕疵担保責任

　マンションには、売主の責任としてアフターサービ
スだけでなく瑕疵担保責任というものがある。

　不動産売買契約における瑕疵とは、「契約で定め
られた仕様通りではない状態、あらかじめ定めた品
質・性能を欠くなど欠点を持つ欠陥状態」を指す。

　また、瑕疵担保責任とは、売買の目的物に「隠れ
た」瑕疵があった場合に売り主が買い主に対して
負わなければならない法定責任のことで、責任を
負う条件である「隠れた」とは、通常人の注意を
払っても発見できないことをいう。

　瑕疵の対象範囲は、民法だけではなく、住宅品
質確促進法、宅建法など、複数の法律に規定され
ているが、各法律により規定範囲が異なっている。

　例えば、民法ではマンション売主に対し、瑕疵を
無償で必ず直しなさいと法定責任を定めていない。

　国土交通省が定めた「住宅品質確保促進法」

第２回　　大規模修繕計画
マンションの長寿化のためのアフターサービス

（以降、品確法という。）では、平成13年（2000年）4月
1日以降に建てられた住宅について、売主の責任を
明確にするため、次のような３つの制度がある。

（１）「瑕疵担保期間１０年間の義務づけ」
　基本構造部分について構造上の欠陥などがあった
場合に、売主が１０年間保証することが定められた。
（２）「住宅性能表示制度」
　これは、国土交通大臣が指定した公正な立場であ
る第三者機関「住宅性能評価機関」がチェックして、
その建物の性能を評価するもので、制度自体は任意
のものである。したがって、すべての新築マンション
が「住宅性能評価」を受けているわけではなく、この
評価を受けていれば、その建物の品質は一定以上
のレベルであるといえる。
（３）「住宅に係る紛争処理体制の整備」
　万が一欠陥などがあった場合に、弁護士や建築士
などで構成された第三者機関で、調停・仲裁や紛争
解決のバックアップが受けられる制度である。万が一
のときにこうしたバックアップ制度があるというのは心
強いことだが、「住宅性能表示制度」の評価を受けて
いる必要がある。

　売主に瑕疵担保責任を追求するには、つぎの条件
が整う必要がある。
（１）売買の目的物に瑕疵がある。
（２）当該瑕疵が「隠れたる瑕疵」である。
（３）「瑕疵」は契約締結時に存在していた。
つまり、引渡し後に発生原因のある後発的な瑕疵や
耐用年数切れ等については、瑕疵担保責任は問え
ないことになる。

ＳＪＳからの提案

　 多くのマンションは、その管理や定期点検、アフ
ターサービスの確認などを管理会社に頼っている
が、売主である不動産会社と管理会社が資本提携関
係にあるような場合は、第三者に監査を任せる方法
も検討すべきである。
ＳＪＳは、居住者の立場にたってアフター点検業務を
行い、売主の約定責任である2年無償保証を促す
サービスを有償で行う。加えて共用部の不具合等指
摘報告書の提出や、完了検査を行っている。
管理会社の日常点検に任せることが出来ない建物
の構造耐力上の劣化検査も行っているので、是非採
用を検討して頂きたい。
また、マンションの長寿化させていくためには、日頃
からの手入れを怠たらず、10年経過する前に検査を
するようにお薦めする。
　　　　　　　　１級建築士　古賀徹夫 記　　  [つづく]

　〒107-0007　東京都中央区日本橋浜町3-45-3
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第3回テレビのデジタル化

マンションのＩＴ化
既設のアンテナ

　「屋上に上がっても、どのアンテナがVHFアンテナか
分からない。」という読者から寄せられたご質問にお答
えする。
本来、マンションには建物の建築図面と共に電気設備
やテレビの共聴システムなどの完成図面が保管されて
いるべきであるが、現状を見た方が早い場合が多い。
そこで、屋上に上がってみると、次のような景色が目に
入るかもしれない。

 

  この例では、エレベータ塔屋支柱の上段にUHF用、中
段にVHF高域用、更に下段にVHF低域用の合計３本の
アンテナが設置されている。その左手には仮設のCS
用パラボラ、写真の右端にはBS用パラボラアンテナが
設置されている。なお、写真右上に見えるアンテナは、
別ビルに設置された携帯電話基地局のアンテナであ
る。この他にUHFを２カ所の送信アンテナから受ける地
域ではUHF用アンテナを２本にし、FM用アンテナも設
置しているマンションもあるので、どれが何だか分から
なくなるのも不思議でない。

  UHF以下の帯域では、数本の金属製棒を組み合わ
せた八木アンテナというものが使われ、周波数が高い
ほどその大きさが小さくなるので、概ね見当がつく。但
し、最近はデザインを一新した八木アンテナが出始め
たので注意を要す。
BSやCSの帯域では、一般にパラボラアンテナが使わ
れているが、周波数帯と大きさは直接関係がなく、BS
よりも大きいCS用アンテナもある。大きいほど感度が
高くなる。

ハイビジョン放送

　「ハイビジョン放送を見たいのですが、ＣＳデジタル放
送かケーブルＴＶか迷っています。」というお尋ねに関
し、ＣＳ放送かケーブルＴＶかについては前回述べたの
で、ハイビジョン放送について触れることとする。

　BSデジタル放送・地上デジタル放送ではハイビジョン
放送が行われているが、現在のところCS放送ではハ
イビジョン放送を行っていない。

　CS放送の内、SKYPerfecTV!では、チューナーの仕様
が変更にならない限りハイビジョン放送は不可能なの
で見られる可能性は低いが、SKYPerfecTV!110は技術
的にハイビジョン放送が可能なので、将来的には一部
チャンネルで始まる可能性が高い。

電波障害対策

　マンションが建設される折に、新たにテレビなどの電
波障害を与える場合には、電波障害対策というマン
ションにとっての負債が発生していて対応を続けてい
ることと思う。

UHF用

VHF-H用

VHF-Ｌ用

ＣＳ用

携帯電話
基地局

ＢＳ用

　そこに、地上波デジタル問題が発生し、新たな出
費を懸念される組合理事も少なくない。

　地上波デジタル放送は、走行中の自動車内でも
鮮明にテレビが見られるというふれこみであるが、
関東電波管理局も難聴地域の全てに対応できると
は言っていない。「試用実験の結果、難聴地域の９
０％は改善するでしょう」と言っていることから、地
上波デジタル放送が実現しても胸を張って、電波
障害問題はなくなるとは言えない。

　しかし、多くの場合は「電波障害の対象がVHFテ
レビ受信に係わる難聴」であるから、VHF放送がな
くなる２０１１年には、電波障害という負債を脱ぎ捨
てることができるのであって、一般には新たな負担
を心配することはない。ただし、総務省が電波障害
に関して無言を通しているところが不気味である。
［つづく］

「連載　結露は建築永遠の命題 は、お休
みさせて頂きます。次号をご期待下さい。

結露カルテ
　暖房の時期を向かえ、お部屋の結露で悩まれて
いるマンションは少なくない。結露はやむを得ないと
あきらめられている人、たかが結露と放置されてい
る方もある。
しかし、結露はカビやダニの発生を促し、それが部
屋中に充満することによりアレルギーの原因である
ことからけして無視をしてはならない現象である。ま
た、結露は必ず解消出来る現象でもある。

　結露でお悩みの方は、まず、ＳＪＳのホームページ
http://www.sjsmdn.co.jp/　から「結露リフォームカ
ルテ」に入り、チェックリストに従い現状をご記入の
上、ＳＪＳにメールして頂けば、無料の簡易処方箋
が返信されるサービスがあるので、是非、お試し頂
きたい。


